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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体媒体のための１つ以上の液体容器と、
　分析される試料のための試料容器と、
　前記液体容器および前記試料容器に流体連結するクロマトグラフィーカラムと、を含み
、
　使用中、前記クロマトグラフィーカラムを通して前記液体容器から液体を押すために、
圧力下のガスを含むガス容器をさらに含み、
　前記ガス容器は、予備圧縮されているガスを含み、
　前記ガス容器内のガスおよび前記液体容器内の液体は、変形可能な膜によって分離され
る液体クロマトグラフィー装置。
【請求項２】
　液体媒体のための１つ以上の液体容器と、
　分析される試料のための試料容器と、
　前記液体容器および前記試料容器に流体連結するクロマトグラフィーカラムと、を含み
、
　使用中、前記クロマトグラフィーカラムを通して前記液体容器から液体を押すために、
圧力下のガスを含むガス容器をさらに含み、
　前記ガス容器は、予備圧縮されているガスを含み、
　前記ガス容器は、使用中、ガスを開放するために破断される破断可能な閉鎖部により密
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閉される液体クロマトグラフィー装置。
【請求項３】
　前記クロマトグラフィーカラムは、１～５，０００マイクロメートルの幅を有するチャ
ネルに備えられる、請求項１または２に記載の液体クロマトグラフィー装置。
【請求項４】
　前記クロマトグラフィーカラムは、２０～２００マイクロメートルの範囲の幅を有する
チャネルに備えられる、請求項１～３のいずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー装
置。
【請求項５】
　前記クロマトグラフィーカラムは、１～１００センチメートルの範囲の長さを有するチ
ャネルに備えられる、請求項１～４のいずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー装置
。
【請求項６】
　前記クロマトグラフィーカラムは、２～２０センチメートルの範囲の長さを有するチャ
ネルに備えられる、請求項５に記載の液体クロマトグラフィー装置。
【請求項７】
　前記ガス容器からのガスの開放を制御する弁をさらに有する請求項１～６のいずれか一
項に記載の液体クロマトグラフィー装置。
【請求項８】
　前記ガス容器は、使用中、ガスを開放するために破断される破断可能な閉鎖部により密
閉される請求項１、３～６のいずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー装置。
【請求項９】
　前記ガス容器内のガスおよび前記液体容器内の液体は、変形可能な膜によって分離され
る請求項２～６のいずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー装置。
【請求項１０】
　前記クロマトグラフィーカラムの下流であり、当該クロマトグラフィーカラムと流体連
結する流体チャネル近傍に配置される１つ以上の光検出器をさらに含む、請求項１～９の
いずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー装置。
【請求項１１】
　前記光検出器は、少なくとも１つのＬＥＤを光源として含む、請求項１０に記載の液体
クロマトグラフィー装置。
【請求項１２】
　前記光検出器は、前記流体チャネルの両側に、対向する反射面を含み、
　前記対向する反射面は光キャビティを定義する、請求項１０または１１に記載の液体ク
ロマトグラフィー装置。
【請求項１３】
　前記反射面は前記流体チャネルの壁上の層として提供される、請求項１２に記載の液体
クロマトグラフィー装置。
【請求項１４】
　前記光検出器は複数の光源を含む、請求項１０～１３のいずれか一項に記載の液体クロ
マトグラフィー装置。
【請求項１５】
　後続の廃棄用に前記クロマトグラフィーカラムを通過した流体を保持するために、前記
クロマトグラフィーカラムと流体連結する流体廃棄容器をさらに含む、請求項１～１４の
いずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー装置。
【請求項１６】
　電池駆動される、請求項１～１５のいずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー装置
。
【請求項１７】
　使い捨て可能である、請求項１～１６のいずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー
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装置。
【請求項１８】
　前記クロマトグラフィーの結果を処理するために、スマートフォン等の携帯用データ処
理装置に接続可能である、請求項１～１７のいずれか一項に記載の液体クロマトグラフィ
ー装置。
【請求項１９】
　前記１つ以上の液体容器、前記試料容器、前記クロマトグラフィーカラムおよび前記ガ
ス容器は、ハウジング内に設けられている請求項１～１８のいずれか一項に記載の液体ク
ロマトグラフィー装置。
【請求項２０】
　前記ガス容器は、使用中、前記クロマトグラフィーカラムを通して前記液体容器から液
体を押すために、前記ガス容器からガスが開放されるために十分な大きさを有し、前記ガ
ス容器における圧力低下は、０．１～１０％である請求項１～１９のいずれか一項に記載
の液体クロマトグラフィー装置。
【請求項２１】
　温度計をさらに有する請求項１～２０のいずれか一項に記載の液体クロマトグラフィー
装置。
【請求項２２】
　装置を加熱または冷却するための機構をさらに有する請求項１～２１のいずれか一項に
記載の液体クロマトグラフィー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体クロマトグラフィー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高圧液体クロマトグラフィーの分野は、Ｍ・ドン著、実践的科学者のための最新ＨＰＬ
Ｃ、ワイリー、２００６（Ｍ．Ｄｏｎｇ，　Ｍｏｄｅｒｎ　ＨＰＬＣ　ｆｏｒ　Ｐｒａｃ
ｔｉｓｉｎｇ　Ｓｃｉｅｎｔｉｓｔｓ，Ｗｉｌｅｙ，２００６）に記載されている。端的
には、クロマトグラフィーは、複合物の混合からなる試料から、複合物を分離、特定およ
び定量化するために使用される。試料は、固定された、混合しない固定相と相互作用する
流体移動相内に溶解される。高圧液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）では、固定相は通
常、機能化されうる粒子によって充填される。相は、所望の検体の、試料の残りに対する
、それらへの親和性に基づいて選択される。移動相が固定相を通って移動するに連れ、個
々の試料成分は、様々な度合で固定相によって保持され、分離される。保持時間は、固定
相との作用強度、使用される溶媒の組成、および移動相の流率に依存する。
【０００３】
　分離力は、より小さい固定相の粒子サイズと共に増加する。しかしながら、これは、流
れに対する抵抗を高め、高圧の使用を望ましくする。高圧液体クロマトグラフィーは、典
型的な直径が５～１０マイクロメートルである粒子を含むカラムを通して、移動相を押し
進める。第１ＨＰＬＣポンプは、５００ｐｓｉを達成可能であったが、今日では６０００
ｐｓｉが典型的である。超高圧液体クロマトグラフィー（ＵＰＬＣ）は、直径１マイクロ
メートルのオーダーというより小さい粒子さえ含むカラムを通して、溶媒を押し進めるた
めに必要とされる１００，０００ｐｓｉにおいて機能できる配管およびポンプからなる。
【０００４】
　分離された検体の検出は、紫外可視光吸収、蛍光、光散乱、屈折率分析、または質量分
析を含む１つ以上の技術により可能である。これらの技術は、特に平行して用いられる場
合、非常に広範な混合物の特定および絶対定量化を可能とし、複雑で未知の検体の混合物
の準定量的な解析を可能とする。検出信号は、クロマトグラフィーのカラムへの試料の注
入時間を基準とする：同一条件下では、所定の混合物は、特徴的な保持時間を有し、これ
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が、その特定を可能にする。検出技術が破壊的であり、試料が復元できない場合でも、必
要であれば、区分捕集器に一定量の溶離液の流れをそらすことがしばしば可能である。
【０００５】
　ＨＰＬＣは、製薬業界、環境保全活動、医薬、学究的環境、防衛、法医科学、およびそ
の他の分野において、広範に応用されている。しかしながら、その使用は、ＨＰＬＣシス
テムの大きさおよび高価格により制限されてきた。既存のＨＰＬＣシステムの立方メート
ル設置面積、主電源、大容量の溶離液、および機械的脆弱性は、固定された研究所におけ
る設置を必要とする。そのようなシステムのサイズおよび比較的低い交換率は共に、初期
支出、そしてメンテナンスおよびサービスという観点で、装置を極度に高額なものにする
。典型的なシステムは、数万ポンドのコストがかかり、大規模で安定した会社や研究施設
を除く全ての者にとって手が届かない。さらに、この技術により解析される試料の多くの
粗雑な形態に加え、ＨＰＬＣ管の小さい径は、閉塞が頻繁に発生することを意味する。そ
のような事象後の圧力たい積は、ＨＰＬＣに深刻な破損をもたらし、そのような破損が回
避されるとしても、長期化された機械故障時間は回避不能である。
【０００６】
　小型化に対する最たる阻害要素は、ポンプである。
【０００７】
　たとえば、「ＨＰＬＣの様なチップ上での分離に対する限定的な関心の理由は、標準的
なＨＰＬＣ設備は典型的な外付けポンプを含んでいなくてはならず、配管の複雑さにある
ようである。そのため、チップの役割は、毛細管様のカラムとなってしまい、マイクロ流
体装置に起因する利点は消失する。」ことが述べられている。（Ｓｖｅｃ　ａｎｄ　Ｓｔ
ａｃｈｏｗｉａｋ，　ｉｎ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　ｃａｐｉｌｌａｒｙ　ａｎｄ　ｍ
ｉｃｒｏｃｈｉｐ　ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ　ａｎｄ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　
ｍｉｃｒｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，ｅｄ　Ｊａｍｅｓ　Ｐ．Ｌａｎｄｅｓ，ＣＲＣ　Ｐｒ
ｅｓｓ，２００８，ｐ１２９９）
　組み込み微小ＨＰＬＣの採用は、「面倒であることが証明されており、その大きな理由
は圧力に関する。すなわち、オンチップで組み込まれたポンプにより高圧を生成すること
、および高圧に位置付けられるマイクロチップを作成することの難しさである。したがっ
て、その他のチップに基づく分析技術に比較してだけではなく、分析技術としてのＨＰＬ
Ｃの重要性の観点において、オンチップ液体クロマトグラフィーは未開発である。」（Ｋ
ｈｉｒｅｖｉｃｈ　ｅｔ　ａｌ．Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．，２００９，８１（１２），ｐｐ
４９３７－４９４５）。
【０００８】
　ＵＳ６，５７２，７４９は、マイクロＨＰＬＣに対するポンプ機能の問題は未解決であ
ると述べており、電気浸透ポンプの使用を教えている。しかしながら、それは２５００ｐ
ｓｉしか達成できず、長いカラムに依存し、その他の電気浸透ポンプと同様に、充填物と
電気浸透の流れとの間に相互作用がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　検出等ステージの小型化を可能にする技術が存在する一方で、複雑なポンプシステムで
は、ユニットの設置面積は、そうすることのインセンティブがほとんどないほど高いこと
は確実である。
【００１０】
　ここに記載の発明は、少なくとも現在の望ましい実施形態において、これらのそして関
連したニーズに対処する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、液体媒体のための１つ以上の液体容器と、分析される試料のための試
料容器と、前記液体容器および前記試料容器に流体連結するクロマトグラフィーカラムと
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が提供される。前記装置は、使用中、前記クロマトグラフィーカラムを通して前記液体容
器から液体を押すために、圧力下のガスを含むガス容器をさらに含む。
【００１２】
　したがって、本発明によれば、クロマトグラフィーカラムを通して液体を進ませるため
にガス容器が使用されるので、ポンプは不要である。
【００１３】
　前記装置は、前記ガス容器からガスの開放を制御する弁を含む。一実施形態では、前記
ガス容器は、使用中、ガスを開放するために破断される破断可能な閉鎖部によって密閉さ
れる。このように、ガス容器は使い捨てである。前記ガス容器および液体容器は、変形可
能な膜によって分離される。こうすることで、ガスは、クロマトグラフィーカラムを通し
て液体に接触することなく、液体を押し進められる。
【００１４】
　クロマトグラフィーカラムは、１～５，０００マイクロメートル、好ましくは２０～２
００マイクロメートルの範囲の幅を有するチャネルに備えられる。クロマトグラフィーカ
ラムは、１～１００センチメートル、好ましくは２～２０センチメートルの範囲の幅を有
するチャネルに備えられる。
【００１５】
　前記装置は、クロマトグラフィーカラムの下流に１つ以上の光検出器を含む。前記検出
器は、たとえば、光学的、電気的、放射線を用いたものである。当該検出器は、クロマト
グラフィーカラムと流体連結する流体チャネル近傍に配置される。検出器の検出経路は、
たとえば、流体の流通経路の横または垂直方向である。または、検出器の検出経路は、流
体の流通経路に実質的に平行である。
【００１６】
　前記光検出器は、たとえば、１つ以上のフォトダイオードを含む。前記光検出器は、少
なくとも１つのＬＥＤを光源として含む。
【００１７】
　前記光検出器は、流体チャネルの両側に、対向する反射面を含み、前記対向する反射面
は、光キャビティを定義する。前記反射面は前記流体チャネルの壁上の層として提供され
る。前記光検出器は、複数の光源を含む。
【００１８】
　前記装置は、後続の廃棄用に前記クロマトグラフィーカラムを通過した流体を保持する
ために、前記クロマトグラフィーカラムと流体連結する流体廃棄容器をさらに含む。
【００１９】
　前記装置は、電池駆動される。または、若しくは追加的に、前記装置は、ＵＳＢ接続に
よって電源供給される。
【００２０】
　前記装置は、全体的にまたは部分的に、使い捨て可能および／または消耗品である。
【００２１】
　前記装置は、前記クロマトグラフィーの結果を処理するために、スマートフォン等の携
帯用データ処理装置に接続可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明の態様は、添付の図面を参照して以下のより詳細な説明においてさらに記載され
る。
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るＨＰＬＣ装置の略図である。
【図２】図２は、図１の実施形態の試料導入構成の略図である。
【図３】図３は、図１の実施形態の接続の略図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態のＣＲＤＳ検出システムを示す。
【図４ａ】図４ａは、本発明の実施形態のＣＲＤＳ検出システムを示す。
【図５】図５は、本発明の一実施形態を示す。
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【図６】図６は、本発明の他の実施形態に係るＨＰＬＣ装置の略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の実施形態は、移動相をポンプで押し出すためのガス容器の使用によって、装置
が完全に持ち運び可能および／または使い捨て可能な程度まで、高圧液体クロマトグラフ
ィーの構成を小型化することに関する。本発明の一実施形態は、移動相を移動させるため
の圧力が装置に組み込まれた従来のポンプの必要性をなくす、予備圧縮された容器からの
ガスの解放によって提供される。装置は、持ち運び可能であり、使い捨て可能である。
【００２４】
　図１に例示されるように、本発明の実施形態は、ＨＰＬＣを稼働するのに適した圧力で
予備圧縮されたガスを含むガス容器１と、開いた時にＨＰＬＣカラムを通して移動相を押
し進めるための圧力を提供する（ソレノイド）弁２とからなるポンプシステムを含む。本
装置は、移動相容器３、およびＨＰＬＣ分離に適した固相が充填された毛管カラム４をさ
らに含む。試料導入システムは、試料容器５を含む。検出システム６は、ＨＰＬＣステー
ジによって分離される検体の一部を検出できるように備えられる。例では、検出システム
６は、発光ダイオード（ＬＥＤ）およびフォトダイオードを含む。マイクロ電子制御装置
７は、装置を制御可能であり、検出システム６からデータを処理可能に備えられる。
【００２５】
　本装置は使い捨て可能であることを意図されているので、既存の機器を非常に大きく扱
いにくくする、同様な寿命への必要性を有さない。一実施形態では、本装置は、一度のみ
使用される。または、本装置は、数百回または数千回の稼働のためにも設計されうる。
【００２６】
　ポンプガス容器１は、鉄製の側面からなる円筒である。弁２は、ソレノイド弁のように
、好ましくは電気的に制御される。しかしながら、本装置が一度の使用に意図される場合
、ガス容器上の貫通可能な封を破壊する機構を通じて解放されうる。
【００２７】
　小さいカラム容量は、圧力下に貯蔵されたガスが拡張するための限られた空間を有し、
稼働中に大きな温度変化がないという前提の基、予測可能かつ再現可能な速度で溶媒を前
に押し進めることを意味する。ガス圧力は、設備の可使時間中、顕著に変わることはない
。すなわち、反復的な分析は、装置内において同一の状態、同一の保持時間を実現する。
【００２８】
　様々なガスが使用されうる。たとえば、窒素は安上がりで不活性である。ガス容器内の
ガスおよび移動相容器内の移動相は、変形可能な膜によって分離される。
【００２９】
　ガス容器１は、カラム容積を通して動いている移動相内の圧力の低下が小さいように、
十分に大きいべきである。およそ理想的なガスとして振舞うガスでは、わずかな圧力低下
が、容積のわずかな上昇に等しい。そのため、１０マイクロリットルのカラム容積を通し
て移動相を動かす１０立方センチメートルの容器１には、０．１％の圧力低下がかかる。
これは、２７ミリリットルの内径の球状容器に都合よく収容されうる。
【００３０】
　本装置は、１％や１０％といったより大きな圧力低下でも機能できる。低下は常に再現
可能であるので、データ処理段階においてピークを特定する際に補正されうる。
【００３１】
　より高い精度または同一カラム容積を介して複数回分離するために、より大きな容器が
、より大きなカラム容積のために使用される。携帯用装置は、容易に１００立方センチメ
ートルの容器を含むことができる。
【００３２】
　ポンプシステムにより提供される圧力は、温度変化の影響を受ける。理想的なガスでは
、３ケルビンの温度変化は、約１％圧力を変化させると想定される。本装置は、温度変化
がデータ処理段階において補正できるように、温度計を選択的に組み込む。本装置はまた
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、オーム加熱または熱電冷却等、加熱または冷却のための機構を選択的に含む。
【００３３】
　本装置の稼働カラムは、典型的に０．１～１０マイクロリットルの範囲であり、１～５
ｍｌの移動相容器が数百のクロマトグラフィーのカラム容量を可能にすることを意味する
。本装置が２つ以上の移動相容器を含む場合、溶離液は、弁動作によって混合され、勾配
溶離プロファイルの生成を可能にする。１つの容器の装置は、定組成分析に限定される。
【００３４】
　本装置が１つの容器３を含む一実施形態では、定組成分析は、まず溶媒によって、そし
て固相を介した試料プラグの溶離によって湿潤されたカラムを利用する。
【００３５】
　図２に例示されるように、試料は、専用の試料ラインを通って装置に導入される。例示
の実施形態では、試料容器５は、一度満たされると、ねじ固定部８が試料を装置に移動（
矢印Ｂ参照）させるために回転される（矢印Ａ参照）。試料容量は正確に制御され、ねじ
山およびねじ固定部８が回転される角度に依存する。試料ラインおよびカラムの結合部分
に設けられた逆止弁９は、装置に導入されたいかなる試料も戻らないことを確証する。逆
止弁９は、試料導入中開かれる。図２には、試料プラグ１０および溶媒１１が示されてい
る。
【００３６】
　電気的に駆動される弁２は、ガス容器１と、カラムを通る移動相の流れを制御する逆止
弁３との間に設けられる。弁２は、カラムの湿潤、導入および溶離の正しい並びを可能に
するためにスイッチングされる。例示の実施形態では、弁は、ＨＰＬＣに典型的な圧力に
耐えうるオンボードマイクロ電子部７によって制御される水力ソレノイドである。
【００３７】
　または、試料は、従来のＨＰＬＣのように、カラム通路に切り替えられる試料導入ルー
プを介して導入されてもよい。
【００３８】
　本装置の分離ステージは、毛細管４または基板内の微小チャネルを含み、内径１～５０
００マイクロメートル、長さ１～１００ｃｍであり、ポリマー構造または無機一体構造を
有する、シリカ等の微粒子物質の固相床で満たされる。この充填物は、特定の化学的また
は構造的な選択性を付与するように機能化されたり、サイズ排除クロマトグラフィーにお
けるように、拡散処理を介して混合物を分離するために、制御さられたサイズの細孔を含
んだりする。一般的に、ＨＰＬＣにおいて用いられるいかなる固相も使用されうる。
【００３９】
　好ましい実施形態では、カラムは、２０～２００マイクロメートルの内径、２～２０ｃ
ｍの長さであり、紫外線吸収計測の使用に適した光学的透明性を有した、充填された溶融
シリカ毛細管である。毛細管の充填および適合性のある接続は、他の文献に記されている
（Ｅ．Ｒａｐｐ＆Ｅ．Ｂａｙｅｒ，　Ｊ．　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ　Ａ，２００
０（８８７）ｐｐ３６７－３７８）。
【００４０】
　図３は、配管および毛細管の接続を示す。接合は、典型的なＨＰＬＣ圧力に耐えうるも
のでなくてはならない。内部テーパ部１９およびシュリンクチューブ接続部２０が備えら
れる。
【００４１】
　カラムおよび検出ステージ６間において装置内で溶離液流から溶解したガスが泡立つこ
とを防止するために、背圧規制部１２が、溶液路の端部に取り付けられている。これは、
分離相によって及ばされる圧力以上の背圧を供給するように構成され、溶離液流のガス抜
きは、それが装置からなくなるまで防止される。
【００４２】
　検出システムは、装置の意図した応用に依存して、光学的、電気的または放射線を利用
したものである。例示の実施形態では、検出システムは光検出に基づく。光検出システム
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６は、光源を形成する１つまたは配列の発光ダイオード（ＬＥＤ）１３と、紫外線、可視
線または赤外線の波長領域内で動作する、検出器を形成する１つまたは配列のフォトダイ
オード１４とを含む。例示の実施形態では、検出モードは、ＵＶ－ＶＩＳ吸収分光法であ
る。光は試料を通過し、信号がフォトダイオード１４によって検出される。信号強度は、
検出経路内の吸光体の量に反比例する。吸光量は、ランベルト・ベールの法則に従う。
【００４３】
【数１】

【００４４】
　吸光に利用可能な短経路長は、吸光を向上することにより感度を上昇し、望ましいシス
テムとする。吸光は、複数経路構造を用いて向上され、キャビティリングダウン分光法の
基本原理を構成する（ＣＲＤＳ、詳細はＬ．Ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｓｎｅｐｐｅｎ他、Ａｎｎ
ｕ．Ｒｅｖ．Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ　２００９　２　ｐｐ１３－３５）。ＣＲＤＳの構成は
、典型的に、反射性の高い単に２つの鏡からなる光空胴（キャビティ）を照射するために
用いられる光源からなる。図４に示されるように、反射性の高い鏡またはコーティング１
５は、吸光体を介する複数光路が矢印Ｃによって示されるごとく生成されるように、検出
経路の両側に備えられる。光源のスイッチが切られるまでキャビティ内で光度が増大し、
キャビティから漏洩する光の指数関数的な減衰が計測される（図４ａ参照）。リングダウ
ン時間ｔｒは、光が初期光度の１／ｅに減衰するのにかかった時間であり、キャビティ内
の吸光体量によって決まる度合で減少する。
【００４５】
　エバネセント波ＣＲＤＳ、連続波ＣＲＤＳ等のいくつかのＣＲＤＳ形態があるが、すべ
て検出装置の一部として適している。レーザシステムではなく低コストのＬＥＤが使用さ
れるので、好ましい実施形態は、ＣＷ－ＣＲＤＳである。
【００４６】
　光キャビティ１６は、毛細管またはチャネルを適切な誘電体でコーティングすることに
よって形成される。これは、検出装置を大量生産に適したものとする。
【００４７】
　ＨＰＬＣでは、吸光分光法は、典型的に、入射放射線を吸光する種の流れに直角に向け
ることによって実行される。ワンパスの構成を採用しつつ感度を向上するためには、入射
放射線は、吸光する種の流れに平行な方向に向けられる。この場合、検出装置は、流れ（
フロー）経路に沿って吸収種によって吸収される放射線内外に結合できるように、フロー
ラインに対応して配置される。放射線が内外で結合する分離カラム後の流体ラインに沿っ
た位置間の距離は、流体ラインの厚さ（円形の場合その直径）よりも大きく、放射線が吸
収され感度が向上する距離を増加する。
【００４８】
　ボード上の電子機器は、マイクロ電子制御装置７によって駆動される。
【００４９】
　一実施形態では、ＨＰＬＣユニットは、スマートフォンまたはパーソナルコンピュータ
等のデータ処理装置に接続される。接続は、たとえばＵＳＢインタフェース２１等であり
、無線または有線である。当該装置は、ＨＰＬＣユニットからアップロードされたデータ
を処理し、クロマトグラムへのアクセス、検体の特定および定量化を提供する。当該装置
はまた、遠隔処理のための通信ネットワークを介してのデータ転送が可能である。
【００５０】
　データ処理装置への接続は、たとえばＵＳＢケーブル等を介して、ＨＰＬＣユニットへ
の電力を配送するためにも使用される。ＨＰＬＣユニットの電力必要性は、携帯可能なＰ
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Ｃやスマートフォンの電池寿命上への影響が小さいほど十分に低い。取り付けられたデー
タ処理装置内の電池および処理機能を使用することによって、ＨＰＬＣユニットのコスト
およびサイズは、さらに減少される。たとえば電池またはＵＳＢ接続である電源モジュー
ル１７は、図１に示されている。
【００５１】
　当該データ処理装置はまた、遠隔処理のために通信ネットワークを介してデータを送信
できる。そのようなデータ処理はまた、スマートフォン等、計算性能の十分高い装置上で
、ローカルに実行されうる。
【００５２】
　当該装置の他の実施形態は、現地診断試験としての使用のために、完全にスタンドアロ
ンな稼働を可能とする。この場合、電源が電池または小型太陽電池によって供給される一
方、データの読み出しは、組込みＬＣＤまたはＬＥＤディスプレイを用いて可視化できる
。可能であればどこでも稼働部分の使用を最小化したり、低電力や半導体要素を使用した
りすることによって、装置の消費電力は、主電源が利用可能でない地域または環境におい
て、完全な無線操作でさえ可能にするほど小さい。当該装置のこのような環境で集められ
たデータは、後の解析のためにフラッシュメモリカード等の取り外し可能な記憶装置上に
格納される。
【００５３】
　試料が一度本装置によって分析されると、それは、廃棄物収集容器１８に渡される。こ
れは、試料がさらなる解析または保存のために分類されることを可能にする。容器１８は
、連邦、州および地方環境保護規制に則った廃棄を必要とする試料を保持する。
【００５４】
　図５は、前出図の参照番号を用いて、本装置の要素の物理的な配置を示す。英国１ポン
ドコインが、目安のために示されている。
【００５５】
　図６は、対応する要素について前出図中と同じ参照番号が用いられた、本発明の実施形
態のさらなる略図である。当該実施形態では、３つのポートおよび２つの位置を有する手
動方向制御弁２２が試料注入のために備えられている。要するに、液体クロマトグラフィ
ー装置は、液体媒体のための１つ以上の液体容器３、分析用試料のための試料容器５、お
よび、液体容器３と試料容器５とに流体連結するクロマトグラフィーカラム４を含む。当
該装置は、使用中、液体容器３からクロマトグラフィーカラム４を通して液体を押すため
の圧力下にある所定量のガスを含むガス容器１をさらに含む。
【００５６】
　本明細書の記載および特許請求の範囲の全体にわたって、用語“ｃｏｍｐｒｉｓｅ”お
よび“ｃｏｎｔａｉｎ”並びにそれらの変形は、「含むがそれに限定されない」を意味す
る。そして、それらは、他の部分、付加物、要素、完成体またはステップを排除すること
を意図するものではない（排除しない）。本明細書の記載および特許請求の範囲の全体に
わたって、単数形は、文脈上必要ない限り、複数形を包含する。特に、不定冠詞が用いら
れる箇所では、明細書は、文脈上必要ない限り、単数形に加えて複数形を考慮しているも
のと解される。
【００５７】
　ここに記載された実施形態または例が不適合でない限り、特定の形態と併せて記載され
た機構、完成体、特徴、複合物、化学的成分またはグループ、本発明の実施形態または例
は、いかような他の形態にも適用可能であると解される。本明細書（添付の特許請求の範
囲、要約および図面を含む）に開示された全ての機構、および／または開示されたいかな
る方法または工程の全てのステップは、少なくともいくつかのそのような特徴および／ま
たはステップが相互に排他的である組合せを除き、いかなる組合せに組み合わせられても
良い。本発明は、前述のいかなる実施形態の詳細にも限定されるものではない。本発明は
、本明細書中に開示された機構のいかなる新規な機構の一つまたはいかなる新規な組合せ
、若しくは、開示されたいかなる方法または工程のステップの新規な一つまたはいかなる
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新規な組合せに拡張する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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